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「以前申し込みいただいた健康食品を代金引換で送ると電話があり、覚えがない、注

文していないと断っても、引き下がらず、代金を用意しておくようにと言われた」という相

談が多数寄せられています。 

このような電話は、注文していない商品を強引に送ろうとしたり、契約を迫ったりする

大変悪質な手口です。何らかの名簿に基づいて電話をかけています。しかし、名簿の出

所を調べることは不可能です。 

被害に遭わないためには、注文していない場合ははっきり断ることです。また、身に覚

えのない荷物は絶対に受け取らないようにしましょう。電話番号表示機能や留守番電話

を活用して、知らない番号の電話には出ない、などの自衛策を講じましょう。 


